
 

 

 

原子力政策大綱「平和利用の担保」及び「核不拡散体制の維持・強化」

に関する評価の進め方について（案） 

 

 

 

１ 評価の対象 

  「原子力政策大綱」第２章２－２「平和利用の担保」及び第５章 

５－１「核不拡散体制の維持・強化」で示された領域を評価の対象と

する。 

 

 

２ 今後の進め方  

  「原子力の研究、開発及び利用に関する政策評価実施要領」に基づ

き、評価を実施し、上記２つの領域に関する評価を併せて春頃に取り

まとめることを目指す。 

 

                            以上 

資料第４号 



（参考） 

「平和利用の担保」及び「核不拡散体制の維持・強化」に関する政策評価部会の 

これまでの実績及び今後の予定（案） 

 

「平和利用の担保」に関する評価 

・第７回部会（９月８日）：平和利用の担保に係る現状整理等 

・第８回部会（１０月５日）：関係行政機関等から取組状況のヒアリング 

・第９回部会（１０月２５日）：取組状況を踏まえた評価についての議論 

・ご意見を聴く会（１１月１７日） 

・第１０回部会（１２月１３日）：報告書（案）についての議論 

 

「核不拡散体制の維持・強化」に関する評価 

・第１０回部会（１２月１３日）：核不拡散体制の維持・強化に係る現状整理等 

・第１１回部会（１月中旬～２月中旬頃）：関係行政機関等から取組状況のヒアリング及び 

取組状況を踏まえた評価についての議論 

・第１２回部会（２月中旬～３月上旬頃）：報告（案）についての議論 

 

 

〔２つの領域を併せた報告書（案）に関して、約１ヶ月間の国民からの意見募集〕 

 

 
・第１３回部会（３月下旬～４月中旬頃）：２つの領域を併せて報告書取りまとめ 

 


